
法令に関する情報  

◆ボイラー構造規格
・検査証の１年間の更新を受ける場合は、性能検査が必要です。
（法第４１条、ボ則第３７、３８、３９条）

・１回/月の定期自主検査とその記録の３年間保存が義務付けられています。
（ボ則第３２条）

・特級・一級・二級ボイラー技士、又はボイラー取扱技能講習修了者による就業が義務付け

られています。
（法第45条、ボ則第23条）

◆小型ボイラー構造規格
・１回/年の定期自主検査とその記録の３年間保存が義務付けられています。
（法第４５条、ボ則第９４条）

※ＺＭＰ契約、又はＺＭ契約を締結していただいている場合は、１回/年の自主検査を弊社に
て代行しています。点検結果報告書の３年間保存をお願いします。
・事業者は、小型ボイラーの取り扱いの業務に従事する労働者に対し、当該業務に関する
安全のための特別の教育を行わなければなりません。
（ボ則第９２条）

◆簡易ボイラー等構造規格
・取扱説明書に従った安全な取り扱いをお願いします。

※法定検査の義務等がない製品についても、点検・整備を実施しておりますので、担当営業所
又は販売店にお気軽にお申し付けください。

◆第一種・小型・第二種圧力容器構造規格（弊社製品：クローズドドレン回収装置、リボイラ等）

・圧力容器についても、法令の適用区分により、就業制限や定期自主検査、点検の実施・記録の

保存等が義務付けられています。詳細は弊社担当営業所又は販売店にご確認をお願いします。
◆検査規格の適用外品（弊社製品：無圧温水ヒータ、真空温水ヒータ等）
・取扱説明書に従った安全な取り扱いをお願いします。

※法定検査の義務等がない製品につきましても、点検・整備を実施しておりますので、担当営業所
又は販売店にお気軽にお申し付けください。

※法：労働安全衛生法、令：労働安全衛生法施行令、ボ則：ボイラー及び圧力容器安全規則
※構造規格は、取扱説明書の仕様に記載していますのでご確認ください。

※上記以外に、火災予防条例、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、河川法、下水道法、建築基準法、
騒音規制法等がございますので、ご確認をお願いします。
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施工に関して
1) 排ガスが人体や周りの環境に有害な影響が出ないよう、排気筒（煙突）は安全な場所に大気
開放されているか。排気筒に破損、亀裂、詰まりがないか、つなぎ目から排ガスが漏れてない
か確認してください。適切な排気がされていないと、排ガス漏れによる中毒事故や火災の危
険があります。

2)ボイラや台数制御装置の運転/燃焼信号を受けて、換気設備の連動運転をしている場合、万一
の制御不良で換気不足に陥ると重大事故の発生するリスクがあります。換気設備は、ボイラが
運転(燃焼)可能な状態においては燃焼停止中（待機中）においても換気不足に陥らないよう
安全対策を講じてください。

3) ボイラ室が負圧になると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。また、停止中
ボイラの排気筒からの逆流等で機器の故障の原因にもなります。

4) 燃料がガス焚きの場合は、万一のガス漏れに備えて、ガス漏れ警報器の設置を推奨します。
ガス漏れ警報器の設置については、ガス事業者、又は販売事業者へお問い合わせください。

ボイラ本体に関して
1)異常音、異臭、黒煙、燃料漏れなどの異常に気づいたときは、すぐに運転スイッチをＯＦＦにし、
燃料元弁を閉じてください。

2) 運転中は操作部以外には、触れないでください。感電ややけどの危険があります。
3) ボイラを安全にご使用いただくために、法令（条例）等を遵守のうえ、ご使用ください。
4)弊社に相談なく改造や修理を行うと、安全に関して重大な影響をおよぼすおそれがあります。
5)ボイラを安全にお使いいただくため、必ず「取扱説明書」にそった正しい取り扱いを行ってくだ
さい。

6)日常の点検・維持管理は、ボイラをご使用されているお客様の責任で行ってください。

安全設置確認のお願い  

製品を安全にご使用いただくために  、設置事項をご確認ください。  

排気筒の設置

・排気筒の先端が安全な場所に開放されていますか？ 
・排気筒に破損、亀裂、詰まり、閉塞はありませんか？ 
・排気筒のつなぎ目、壁貫通部から排ガスが漏れていませんか？ 
・排気筒の壁貫通部は適切に断熱処理されていますか？ 
・排気筒が可燃物（外壁、軒先、落ち葉、鳥の巣など）に近接して
いませんか？ 
排気筒周辺や壁貫通部等に可燃物はありませんか？ 
・排気筒は自重、風圧、振動等に対して十分耐えられるよう、 
接続部が容易に外れないように堅固に取り付けられていますか？ 
・積雪が予想される場合、給排気筒の先端は周囲の積雪や落雪に 
阻害されないようになっていますか？ 
・建物と一体となった煙突に接続されている場合、点検口がありますか？ 
・排気筒は適切な通風力（ドラフト）が確保されていますか？ 
・排気筒がフード、換気ダクト等へ接続されていませんか？ 
・屋根、壁などの貫通部内は、一切のつなぎ目なく排気筒を貫通させていますか？

換気設備（給排気）
・ボイラ室に、換気扇、給排気口が

  据え付けられ燃焼に必要な空気量

は確保されていますか？

蒸気配管
・可燃性の貫通部は適切に

断熱処理されていますか？

安全弁の吹き出し配管
・吹き出し配管の末端は危険の

  ない方向へ開放されていますか？
・吹き出しによる反動で吹き出し
配管が動きませんか？

本体設置
・本体と可燃物との距離は十分確保されていますか？
・本体はアンカボルトで確実に固定されていますか？
・本体を木質や可燃性の床に設置していませんか？

燃料配管
・配管から

燃料が漏れて

いませんか？

ブロー配管
・ブローによる反動で配管が動き

ませんか？

・配管の末端はピット等の安全な

場所に開放されていますか？

・ボイラ排水は環境に影響を及ぼす

  水質です。法令・条例の規制値を

超えない処理をされていますか？

不具合、異常が見られる場合は使用を中止し、お買上げの販売店（施工会社）にご連絡ください。


